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   Ｈ０１Ｌ  51/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/05     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  29/28    ２５０Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  29/28    １００Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月16日(2011.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘテロシクロアルキル置換型ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド化合物であって、当
該化合物中の一方又は両方のイミド窒素に直接的に結合されたヘテロシクロアルキル環系
を有しており、当該ヘテロシクロアルキル環系はそれぞれ４～１０個の環原子を有し、１
つ又は２つ以上の、独立して選択される置換基が、各ヘテロシクロアルキル環系上、一方
又は両方のイミド窒素上、及びナフタレン・コア上に、任意選択的に存在している、ヘテ
ロシクロアルキル置換型ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド化合物を含む有機半導体材
料の薄膜を、薄膜トランジスタ内に含む物品。
【請求項２】
　該ヘテロシクロアルキル置換型ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド化合物が、下記一
般構造Ｉによって表される請求項１に記載の物品：
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【化１】

（上記式中、Ａ1及びＡ2のうちの少なくとも一方は独立して、置換型又は無置換型の、環
内に４～１０個の原子を含むヘテロシクロアルキル環系であり、Ａ1又はＡ2のうちの一方
だけが、置換型又は無置換型複素環系である場合は、他方は有機置換基であり、該置換型
又は無置換型ヘテロシクロアルキル環系は、Ｏ、Ｎ、及びＳから選択される１～４個のヘ
テロ原子を含有する、無架橋型単環系又は架橋型二環系であり、Ｚは該化合物のナフタレ
ン核上の任意選択の独立して選択される置換基であり、そしてｍは０～４の任意の整数で
ある）。
【請求項３】
　該有機半導体材料薄膜が、０．０１ｃｍ2／Ｖｓを超える電子移動度を示すことができ
る、請求項１又は２に記載の物品。
【請求項４】
　該ヘテロシクロアルキル置換型ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド化合物が、下記一
般構造ＩＩによって表される請求項１に記載の物品：
【化２】

（上記式中、ＹはＯ、Ｓ、又はＮであり、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ2’、Ｒ4’（まとめて
Ｒ基と呼ぶ）は、任意選択的に、環系上の任意の２つのＲ基が組み合わさって架橋型環系
の一部として置換型又は無置換型の４～６員脂環式環を形成できることを除いて、それぞ
れ独立してＨ又は有機基であり、ＹがＯ又はＳである場合、ｐは０であり、そしてＹがＮ
である場合、ｐは１であり、そしてＲ3はＨ又は有機基であり、そしてＡ1は、有機置換基
、任意選択的に、独立して選択される別のヘテロシクロアルキル基であり、そしてＺは、
該化合物のナフタレン核上の任意選択的に独立して選択される置換基であり、そしてｍは
０～４の任意の整数である）。
【請求項５】
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　該ヘテロシクロアルキル置換型ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド化合物が、下記一
般構造ＩＩＩによって表される請求項１に記載の物品：
【化３】

（上記式中、Ｘ及びＹは独立してＯ、Ｓ、又はＮから選択され、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ
2’、Ｒ4’及びＲ6、Ｒ7、Ｒ9、Ｒ7’、Ｒ9’、及びＲ10（まとめてＲ基と呼ぶ）は、任
意選択的に、環系上の任意の２つのＲ基が組み合わさって架橋型環系の一部として置換型
又は無置換型の４～６員脂環式環を形成できることを除いて、それぞれ独立してＨ又は有
機基であり、Ｘ及びＹが独立してＯ又はＳである場合、ｐ又はｑはそれぞれ０であり、そ
してＸ及びＹが独立してＮである場合、ｐ又はｑはそれぞれ１であり、そしてＲ3及びＲ8

は独立してＨ又は有機基であり、そしてＺは、該化合物のナフタレン核上の任意選択的に
独立して選択される置換基であり、そしてｍは０～４の任意の整数である）。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の複数の薄膜トランジスタを含む集積回路、アクテ
ィブ・マトリックス・ディスプレイ、及び太陽電池から成る群から選択される電子デバイ
スであって、該複数の薄膜トランジスタが、任意選択的に可撓性である非関与支持体上に
ある、電子デバイス。
【請求項７】
　薄膜半導体デバイスの製作方法であって、
　(a)　請求項１～６に記載のヘテロシクロアルキル置換型ナフタレンテトラカルボン酸
ジイミド化合物を含む、ｎチャネル有機半導体材料の薄膜を、該有機半導体材料が０．０
１ｃｍ2／Ｖｓを超える電界効果電子移動度を示すように、基板上に堆積する工程；
　(b)　離隔されたソース電極とドレイン電極とを形成する工程、ここで離隔されたソー
ス電極及びドレイン電極は、ｎ－チャネル半導体膜によって分離され、そして該ｎ－チャ
ネル半導体膜と電気的に接続されている；及び
　(c)　該有機半導体材料から離隔されたゲート電極を形成する工程
を必ずしも上記順序通りではなく含んで成る、薄膜半導体デバイスの製作方法。
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